
が利用する建築物で市の指定するものは、
定期的に調査・検査を行い、市に報告
しているか。
○地震に備え、建築物の耐震診断、改
修工事を行い、安全性を確かめているか。
○吹き付けアスベストの有無を確認し
ているか。

建築指導課☎内線2825
市の手話通訳者登録試験

3月20日（土・祝）午前10時～午後4時
在学・在勤を含む市民で、三鷹市手

話講習会の通訳コース修了者
三鷹市公会堂さんさん館

2月22日㈪～3月1日㈪に直接ま
たは電話、ファクスで障がい者支援課（市
役所1階16番窓口）☎内線2651・
47-9577へ
※合格者は登録前に研修が必要です。
野菜メニュー店になりませんか
　東京都では、都民の健康づくりのた
め「野菜メニュー店」を随時募集してい
ます。野菜メニュー店とは、1食で1日
の野菜摂取目標量の約3分の1（120ｇ）
以上の野菜を使用したメニューを提供
する飲食店のことです。
　お店の情報は、多摩府中保健所ホー
ムページなどに掲載します。来店者の
健康づくりをサポートする「野菜メニュー
店」にぜひお申し込みください。

申込書（都福祉保健局ホームページ
https://www.fukushihoken.metro.
tokyo.lg.jp/で入手）を同保健所保健栄
養担当（府中市宮西町1-26-1）へ

同保健所☎042-362-2334

加入者へ、2月下旬に送付します。
※確定申告の医療費控除に使用できま
す（再発行はできません）。

保険課☎内線2387
ジェネリック医薬品（後発医薬品）
利用差額通知書を送付します
　国保の対象者に2月下旬に送付します。

令和2年11月に薬の処方を受けており、
ジェネリック医薬品へ切り替えることで
自己負担額が100円以上軽減できる見
込みのある方

保険課☎内線2387
新型コロナウイルス感染症の 
影響で国民年金保険料の納付が
困難な方へ
　臨時特例措置として、本人申告の所
得見込額を用いた簡易な手続きにより、
保険料の免除などの申請ができます。
◆対象期間　
◇令和元年度サイクル　令和2年2月～
6月（納付済期間を除く）
◇令和2年度サイクル　令和2年7月～3
年6月（納付済期間を除く）
※令和元年度サイクルの免除を申請済
みで、令和2年度サイクルも免除を希望
する場合は、再度の申請が必要です。
◆提出書類
　年金手帳、本人確認ができるもの、
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、
所得の申立書（簡易な所得見込額の申立
書〈臨時特例用〉） 
※詳しくは日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/をご覧
ください。

武蔵野年金事務所☎56-1411、市民
課☎内線2394 

あそびとおしゃべりの会（3月）
①新川中原コミュニティセンター

＝3日、②井の頭コミュニティセンター
＝10日、③大沢コミュニティセンター
＝17日、いずれも水曜日午前10時30分
～正午

市内の空間放射線量測定結果
　市では、定点観測地点（6カ所）と市内
公共施設などで、地上5cm・1m地点で
の空間放射線量を測定しています。1月
13日～2月16日に実施した21カ所の測
定では、一般的な目安（毎時0.24マイク
ロシーベルト）を超える場所はありませ
んでした。詳しい測定結果は、市ホー
ムページまたは市公式ツイッターからご
覧ください。

環境政策課☎内線2524

3月1日㈪は国民健康保険税・ 
後期高齢者医療保険料の納期 

（第8期）です
◆納付は便利な口座振替で

納税通知書、通帳またはキャッシュ
カード、口座届出印を納税課（市役所2
階25番窓口）、市政窓口、指定金融機関
へ

同課☎内線2417（口座振替）・☎内線
2432（納税相談）
※勤務先の健康保険に加入した場合は、
保険課または市政窓口で国民健康保険
の脱退手続きが必要です。
国民健康保険税の 
仮徴収開始通知書を送付しました
　世帯主を含むすべての加入者が65～
74歳の世帯の国民健康保険税は原則、
年金からの特別徴収となっています。4
月以降も特別徴収となる世帯には、2月
16日に同通知書を送付しました。

保険課☎内線2382
◆特別徴収から口座振替に切り替えを
希望する場合

納税課（市役所2階24番窓口）☎内
線2417へ（6月の年金引き落とし分から
の変更は3月31日㈬まで）
国民健康保険 

「医療費のお知らせ（医療費通知）」
を送付します
　令和2年7～10月に医療機関・柔道整
復師（接骨師）を受診した国民健康保険

お知らせ
①自動交付機・ 
②コンビニ交付サービス 
一時停止のお知らせ
　システムメンテナンス作業のため、各
種証明書の交付を下記の期間、一時停
止します。
◆停止期間

①2月23日（火・祝）終日、②23日・25
日㈭終日、3月2日㈫午後9時～11時
◆交付を停止する証明書
　住民票の写し、印鑑登録証明書、市
民税・都民税課税（非課税）証明書、市
民税・都民税納税証明書（自動交付機の
みのサービス）、戸籍の全部事項証明書

（戸籍謄本）、戸籍の個人事項証明書（戸
籍抄本）、戸籍の附票の写し

市民課☎内線2326
3月1日㈪～7日㈰は 
春の建築物防災週間です
◆建築物の安全チェック
○落下の危険がある窓ガラスはないか。
○外壁のタイルなどに、浮きや剝がれ
がないか。
○廊下や階段などの避難経路、防火扉
や防火シャッターの周りに、障害物を置
いていないか。
○外壁などに設置された広告板はしっ
かり固定されているか。
○ブロック塀などに、ひび割れや倒壊の
危険はないか。
○店舗、病院、マンションなど多くの人

3月1日㈪～7日㈰
春の火災予防運動を実施します

三鷹消防署☎47-0119、市防災課☎内線4511

　昨年の市内の火災件数は53件で、電気関係の火災が最
も多く発生しています。コンセントの点検・清掃を定期的に行い、電気コー
ドの挟まれや劣化などが無いか確認するなど、電気器具の取り扱いには十
分注意し、火災予防に努めましょう。

マイナンバーカード受取予約専用の
コールセンターを開設しました

市民課☎内線2371
　マイナンバーカードの受け取りには予約が必要です。従来のインターネット
予約に加えて、2月から専用のコールセンターを開設しました。
マイナンバーカードの受け取り予約は電話かインターネットで！
◆【新設】マイナンバーカード受取予約コールセンター☎03-6831-1066
午前8時30分～午後7時30分（土・日曜日、祝日は午後5時30分まで）
◆マイナンバーカード受け取り予約システム

https://www.mynumpo.com/mynumpo-mitaka-u/
（右記二次元コード）

三鷹市プレミアム付商品券の使用期限は
2月28日㈰です

みずほ電子チケットコールセンター
　☎0120-659726（午前9時～午後6時）
　生活経済課☎内線2182

　使用期限までに取扱店舗でお使いください。最新の取扱店舗一覧は市
ホームページや市政窓口、コミュニティセンターで確認できます。
◆デジタル商品券の動作が不安定な方へ
　デジタル商品券を使用する際、一部のスマートフォンで
動作が不安定になる事象が報告されています。心当たりの
方は、市ホームページ（右記二次元コード）をご覧になるか、
コールセンターまでお問い合わせください。
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※ の表示がない事業でも市の主催事業では、希望により手話通訳者または要約筆記者を派遣します（開催日の1週間前までに事業の担当課へ要申込）。

あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
返信用にも住所・氏名を
記入してください

	
	
１.	行事・事業名（希望日・コー
	 ス・回）
２.	郵便番号・住所
３.	氏名（ふりがな）
４.	年齢（学年）
５.	連絡先（電話番号・	ファク
	 ス番号・メールアドレス）
６.	そのほか必要事項（保育・
	 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場
講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）


